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第１章 基本的事項 

 

 

１ 計画策定の背景・趣旨 

 

 

 平成１２年度に介護保険制度がスタートしてから１５年が経過しようとしています。その

間、わが国では高齢化が一層進展し、福祉等のニーズは増大、かつ多様化が進んできました。 

 介護保険制度についても、施行以来、数度にわたる改正を経て、さまざまな高齢者や社会

的ニーズへの対応、中・長期的な視点に基づく高齢者を取り巻く環境づくりに取り組んでき

たところです。 

 こうしたなか、平成２３年の制度改正では、「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取

り組みを進めるものとし、医療と介護の連携強化、介護人材の確保とサービスの質の向上な

どが、地域に根ざした視点で、より包括的に進めることとされ、本市においても圏域ごとに

地域包括ケアシステムの充実を推進してきました。 

 このほか、認知症の方や一人暮らし、高齢者のみの世帯など、より困難な状況に置かれた

支援ニーズの高まり、さらには、医療等も含めた社会保障需要の増大により、保険制度とし

ての持続可能性をどのように維持していくかなど、これからの高齢者を取り巻く環境づくり

をより一層、総合的な観点から充実させていく方向性が求められています。 

 本市では、こうした背景や国等の動向を踏まえつつ、高齢者の自立や安心・安全なふるさ

ととしてのあり方を展望するものとして、このたび第６期となる、鎌ケ谷市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 

 本計画は、市の最上位計画である鎌ケ谷市総合基本計画のもと、他の部門別計画との整合

を図りながら、高齢者の保健及び福祉に関する施策の体系を明らかにするものです。また、

本計画においては、高齢者の生活圏域での生活の継続性の視点から、鎌ケ谷市地域福祉計画

及びいきいきプラン・健康かまがや21との整合性には特に配慮しています。 

 

 

 ◆第６期計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期 鎌ケ谷市 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

いきいきプラン・健康かまがや 21 

鎌ケ谷市地域福祉計画 

 

鎌ケ谷市 

総合基本計画 
 

かまがやﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗﾝ 21 

 

（平成 13 年～平成 32 年） 

 

【 基 本 理 念 】 

人間尊重・市民生活優先 

 

第二期鎌ケ谷市障がい者計画 

その他部門別計画 
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３ 計画を取り巻く動向 

 

 平成２７年度から始まる本計画（第６期計画）は、次のような制度改正等の動向を踏まえ

たものとなります。（主な動きを取り上げています。） 

 

 

○要支援１・２の方が、訪問介護・通所介護の予防給付対象外となります。 

 一般に軽度者と言われる、要支援１または２と判定された方に対する、訪問介護サービス、

及び通所介護サービスについて、介護保険対象外となり、予防給付が終了します。 

 これまで介護保険制度のもとで行われてきた、これらの主な介護予防サービスが対象外と

なることで、同サービス利用者については今後、新たに位置づけられた「新しい介護予防・

日常生活支援総合事業」やそれらを含む地域支援事業等、自治体が実施する介護予防関連の

事業によって幅広い地域との連携のもと対応していくこととなります。 

 なお、これらの移行については、第６期計画期間内（平成２７年度～２９年度）の３年以

内に行うこととなっており、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」については、本市

では平成29年度からの実施を予定しています。 

 

 

○一定以上の所得のある方は、利用者負担が２割負担となります。 

 これまで介護サービスを利用した際の利用者負担割合については、所得に関わら

ず１割負担としておりましたが、一定以上の所得（合計所得金額１６０万円以上

（単身で年金収入のみの場合、２８０万円以上））のある方の自己負担は、平成２７

年８月より２割負担となります。 

 平成１２年の介護保険制度の創設以来、所得に関わらず１割負担としてきた利用

者負担について、介護保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担

を避けるとともに、高齢者世代内で負担の公平性を図っていくため、６５歳以上の

被保険者（第１号被保険者）のうち、一定以上の所得がある方の負担は２割となり

ます。 

 

 

○特別養護老人ホームの入所対象が、原則として要介護３以上の方となります。 

 これまでも主に重度者向けとしての位置付けであった特別養護老人ホームの入所対象者に

ついて、介護認定基準と連動し、原則として要介護３以上と判定された方となります。 

 



 - 6 - 

 

 

◎健康長寿を喜び合える明るい活力に満ちたまちをめざして 

◎生きがいを持ち、支え合い、安心して生活できるまちをめざして 

◎心豊かな福祉のまちをめざして 

 

４ 計画の基本理念 

 

 

 鎌ケ谷市は、すべての高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らしていけるよう「健康で生

きがいのある福祉・学習都市をめざして」を基本理念に施策を展開してきました。第６期計

画においても、この理念を継承していきます。 

 

       ◆基本理念 

 

健康で生きがいのある 

福祉・学習都市をめざして 
 

 

       ◆3 つの基本目標 

 

 

 

 高齢者がいつまでも健康を維持し、生きがいを持って社会に参

画し続けられ、長寿を喜び合える、明るい活力に満ちた地域社会

をつくります。 

 

 

 

 高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活を送れるよう、

行政と民間事業者及び地域住民とが、相互理解と信頼に基づいた

連携による支え合いの仕組みを構築し、自助・互助・共助・公助

のバランスのとれた、安心して生活できる地域社会をつくります。 

 

 

 

 あらゆる高齢者が、いつ、いかなる場合においても、個人とし

ての尊厳を保障され、自由な意思と選択に基づいて暮らしていけ

る、人権が守られる社会をつくります。 
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５ 計画の期間 

 

 本計画は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間を期間とします。 

 ただし、高齢化や高齢者ニーズの変化等、さまざまな動きは３年後以降も続くものである

ことから、２０２５年（平成３７年）頃のあり方等、中・長期的な視点についても踏まえた

ものとしていきます。 

 なお、今後の社会情勢等の変化により、必要に応じて見直すこととします。 

 

◆計画の期間 

年度 
平成

24 
25 26 27 28 29 30～ 

第５期計画 ■ ■ ■     

第６期計画 

（本計画） 
  

□ 

見直し ■ ■ ■ →（中・長期的な視点も踏まえる） 

次期計画 

（予定） 
     

□ 

見直し 
■ ■ ■ 

 

 

 

６ 計画の策定体制 

 

 学識経験者や保健医療関係者、福祉関係者及び被保険者代表等で構成する「鎌ケ谷市介護

保険運営及びサービス推進協議会」の審議を経て、アンケート調査、パブリックコメントに

より得られた意見等を反映させて策定します。 

 

 

７ 計画の進行管理及び評価 

 

 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を着実に実現していくためには、計画の進捗状況

を明確に把握し、点検する体制が必要となります。 

 

・ 「鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会」において、事業運営の検証を行い、

介護保険事業の運営状況を随時把握します。 

・ 将来的に、より専門的かつ客観的な事業の評価が行えるよう検討します。 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

 

 

１ 高齢者数や高齢化の状況 

 

（１）総人口の推移 

 

 平成26年までの総人口の推移をみると微増傾向にあり、平成26年には109,739人とな

っています。 

 年齢３区分の内訳をみると、65歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、15～64歳の生

産年齢人口や0～14歳の年尐人口については減尐傾向にあります。 

 65歳以上の高齢者人口は平成26年に比べ、平成29年には2,315人増加し、29,968人

となっています。こうした傾向は今後も続き、平成３７年には高齢化率が29.1％になるこ

とが見込まれます。 

 

  ◆総人口の推移（単位：人） 

 
実績値 

（H22-26） 

推計値 

 第６期 

（H27-29） 

中長期の見通し 

（H32・37） 

計 107,820 108,595 109,921 109,479 109,739 109,762 110,031 110,299 111,105 110,471 

高齢化 
率(％) 

21.4% 21.9% 22.9% 24.2% 25.2% 26.1% 26.6% 27.2% 28.8% 29.1% 

14,437 14,498 14,555 14,348 14,257 14,138 14,003 13,868 13,463 12,599 

70,331 70,344 70,216 68,631 67,829 66,997 66,730 66,463 65,662 65,729 

23,052 23,753 25,150 26,500 27,653 28,627 29,298 29,968 31,980 32,143 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成32年平成37年

（
人
）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

 
     資料：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 

     （推計値については、国から示されたワークシートによる算出結果） 
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（２）高齢者人口等の推移 

 

 高齢者及び40～64歳の第２号被保険者数の推移をみると、40～64歳人口は横ばい程度

の傾向にあるものの高齢者人口は増加するものと予想され、特に75歳以上の後期高齢者が

増加するものと見込まれています。 

 75歳以上の後期高齢者は、平成26年には10,762人でしたが、平成29年には2,866人

増の13,628人となっています。 

 今後についても、高齢者層、特に75歳以上の高齢者の割合が高まることが見込まれ、平

成32年には65歳～74歳までの前期高齢者と75歳以上の後期高齢者の割合が逆転すると見

込まれます。 

 

 

  ◆高齢者人口等の推移（単位：人） 

 
実績値 

（H22-26） 

推計値 

 第６期 

（H27-29） 

中長期の見通し 

（H32・37） 

計 59,453 60,797 62,423 63,493 64,640 65,531 66,180 67,028 69,572 70,913 

36,401 37,044 37,273 36,993 36,987 36,904 36,882 37,060 37,592 38,770 

14,959 15,021 15,728 16,377 16,891 17,079 16,710 16,340 15,231 11,666 

8,093 8,732 9,422 10,123 10,762 11,548 12,588 13,628 16,749 20,477 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成32年平成37年

（
人
）

40～64歳 65～74歳 75歳以上

 

     資料：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 

     （推計値については、国から示されたワークシートによる算出結果） 
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２ 要支援・要介護認定者数の状況 

 

（１）要支援・要介護認定者数の推移 

 

 要支援・要介護認定者数は、一貫した増加傾向となっており、今後も高齢化の進展等によ

り、こうした傾向が続くことが見込まれます。 

 

 

  ◆要支援・要介護認定者数の推移（単位：人） 

 
実績値 

（H22-26） 

推計値 

 第６期 

（H27-29） 

中長期の見通し 

（H32・37） 

計 3,057 3,237 3,421 3,720 3,823 4,029 4,440 4,868 6,350 8,022 

139 139 134 123 114 104 95 94 98 103 
610 639 663 742 730 742 750 760 792 603 

2,308 2,459 2,624 2,855 2,979 3,183 3,595 4,014 

5,460 

7,316 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成32年平成37年

（
人
）

40～64歳 65～74歳 75歳以上

 

     賅料：介護保険事業状況報告（各年１０月１日現在） 

     （推計値については、国から示されたワークシートによる算出結果） 
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（２）要介護度別認定者数の推移 

 

 平成24～26年までの推移をみると、認定者の中では「要支援１・２」の増加傾向が目立

っており、要支援者を対象としたサービスの充実が必要になるものと思われます。 

 

 

  ◆要介護度別認定者数の推移（単位：人） 

 
実績値 

（H22-26） 

推計値 

 第６期 

（H27-29） 

中長期の見通し 

（H32・37） 

計 3,057 3,237 3,421 3,720 3,823 4,029 4,440 4,868 6,350 8,022 

644 693 755 868 929 1,025 1,156 1,297 1,666 2,034 
1,268 1,325 1,399 1,548 1,627 1,745 

1,957 
2,185 

2,923 

3,715 

441 471 480 
491 486 

486 
506 

522 

638 

806 

704 748 787 
813 781 773 

821 
864 

1,123 

1,467 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成32年平成37年

（
人
）

要支援1・2 要介護1・2 要介護3 要介護4・5

 
     賅料：介護保険事業状況報告（各年１０月１日現在） 

     （推計値については、国から示されたワークシートによる算出結果） 
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３ 日常生活圏域 

 

 

 地域に密着したケアの実施や認知症高齢者のケアの充実を図るため、日常生活圏において

様々なサービス拠点のネットワーク構築が必要とされています。そのため、第３期計画から

サービス提供基盤整備の基礎的単位となる日常生活圏域を設定しました。 

 「日常生活圏域」の設定については「介護サービスと様々な地域賅源が有機的に結びつき、

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにすること」を基本的な

考え方として、６エリアで設定しています。 

 その理由として、すでに市のコミュニティエリアとして市民にも馴染みがあり、地域活動

の単位として利用されていること、市の計画（都市計画マスタープランの地域別構想や地域

福祉計画における中域福祉圏）にも位置づけられていることから、６圏域（中央地区・中央

東地区・東部地区・西部地区・南部地区・北部地区）を、引き続き第６期計画においてもこ

れを日常生活圏域とします。 

 

 

◆日常生活圏域の区分 

地 区 町名・番地 

中央地区 
道野辺中央、道野辺本町、初富本町､右京塚、南初富４～６丁目、中央、 

富岡、初富（928～931 番地）、新鎌ケ谷 

中央東地区 東鎌ケ谷、東初富、南初富１～３丁目、初富（700～927 番地） 

東部地区 丸山、鎌ケ谷、東道野辺２～７丁目、南鎌ケ谷 

南部地区 
東中沢、東道野辺１丁目、西道野辺、馬込沢、道野辺、中沢、北中沢、 

中沢新町 

西部地区 
くぬぎ山、粟野（426～538 番地）、佐津間（1300～1400 番地）、 

串崎新田、北初富、初富（１～399 番地・1300 番地～） 

北部地区 
粟野（1～425 番地・539 番地～）、佐津間（2 番地～1299 番地）、 

中佐津間、西佐津間、南佐津間、軽井沢 
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◆日常生活圏域 
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◆日常生活圏域の基本データ（平成 26 年９月末現在） 

  

面積 

人口 

 

(a) 

高齢者 

人口 

(b) 

高齢化率 

 

(b/a) 

認定者数 

 

(c) 

総認定率 

 

(c/b) 

中央地区 2.71k㎡ 25,423  5,142  20.2% 847  16.5% 

中央東地区 2.91k㎡ 18,815  5,513  29.3% 720  13.1% 

東部地区 3.06k㎡ 27,152  7,266  26.8% 942  13.0% 

南部地区 4.59k㎡ 20,496  5,190  25.3% 721  13.9% 

西部地区 2.86k㎡ 9,832  2,366  24.1% 320  13.5% 

北部地区 4.98k㎡ 8,021  2,176  27.1% 273  12.5% 

合計 21.11k㎡ 109,739  27,653  25.2% 3,823  13.8% 

 

 

 

 

◆日常生活圏域別の介護サービス事業所・高齢者福祉施設（平成 26 年９月末現在） 

  介護サービス事業所・介護保険施設等 高齢者福祉施設   

区分 

訪
問
介
護 

訪
問
入
浴
介
護 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

通
所
介
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

短
期
入
所
生
活
介
護 

短
期
入
所
療
養
介
護 

福
祉
用
具
貸
与 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

老
人
保
健
施
設 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

居
宅
介
護
支
援
事
務
所 

介
護
予
防
支
援
事
業
所 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

老
人
憩
の
家 

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場 

計 

中央 9  1  0  6  0  1  2  1  0  1  2  0  1  0  7  0  0  1  0  0  0  1  33  

中央東 4  0  2  11  0  1  3  0  1  0  0  2  0  0  3  0  0  1  1  1  1  2  33  

東部 3  1  1  5  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  4  0  0  1  0  0  1  1  21  

南部 2  0  0  9  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  8  1  0  0  0  0  0  1  24  

西部 0  0  2  3  1  2  0  1  0  1  1  0  1  1  3  2  1  1  0  0  3  0  23  

北部 1  0  0  3  0  0  3  0  0  1  0  2  0  0  4  0  0  0  0  0  1  0  15  

計 19  2  5  37  1  4  9  2  3  4  5 5  2  1  29  3  1  4  1  1  6  5  149  
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第３章 これまでの取組状況 

 

 

１ 介護保険事業の状況 

 

（１）予防給付サービス 

①サービス利用量の推移 

2,296

0

645

252

187

3,004

365

213

10

77

819

60

108

5,399

2,518

0

689

292

160

3,561

344

323

5

74

1,096

61

102

6,066

(介護予防)訪問介護（人）

(介護予防)訪問入浴介護（回）

(介護予防)訪問看護（回）

(介護予防)訪問リハビリテーション（回）

(介護予防)居宅療養管理指導（人）

(介護予防)通所介護（人）

(介護予防)通所リハビリテーション（人）

(介護予防)短期入所生活介護（日）

(介護予防)短期入所療養介護（日）

(介護予防)特定施設入居者生活介護（人）

(介護予防)福祉用具貸与（人）

(介護予防)特定福祉用具販売（人）

(介護予防)住宅改修（人）

介護予防支援（人）

平成24年度

平成25年度

 
 

 居宅介護予防サービスの第５期計画の期間内の利用量の推移を見ると、「介護予防支援」、

「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」などの主なサービスを中心に、利用量が増加し

ています。 
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②第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成24年度＞ 

 

2,532

0

797

49

144

3,024

374

121

16

60

648

48

108

5,548

2,296

0

645

252

187

3,004

365

213

10

77

819

60

108

5,399

(介護予防)訪問介護（人）

(介護予防)訪問入浴介護（回）

(介護予防)訪問看護（回）

(介護予防)訪問リハビリテーション（回）

(介護予防)居宅療養管理指導（人）

(介護予防)通所介護（人）

(介護予防)通所リハビリテーション（人）

(介護予防)短期入所生活介護（日）

(介護予防)短期入所療養介護（日）

(介護予防)特定施設入居者生活介護（人）

(介護予防)福祉用具貸与（人）

(介護予防)特定福祉用具販売（人）

(介護予防)住宅改修（人）

介護予防支援（人）

計画値(平成24年度)

実績値(平成24年度)

 
 

 

 

 平成24年度の居宅介護予防サービスの利用量について、計画値と実績値を見ると、「介護

予防支援」、「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」などの主なサービスを中心に、計画

の想定とほぼ同水準か、若干下回る状況となっています。 
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③第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成25年度＞ 

 

2,796

0

921

61

155

3,528

437

134

16

67

660

72

144

6,452

2,518

0

689

292

160

3,561

344

323

5

74

1,096

61

102

6,066

(介護予防)訪問介護（人）

(介護予防)訪問入浴介護（回）

(介護予防)訪問看護（回）

(介護予防)訪問リハビリテーション（回）

(介護予防)居宅療養管理指導（人）

(介護予防)通所介護（人）

(介護予防)通所リハビリテーション（人）

(介護予防)短期入所生活介護（日）

(介護予防)短期入所療養介護（日）

(介護予防)特定施設入居者生活介護（人）

(介護予防)福祉用具貸与（人）

(介護予防)特定福祉用具販売（人）

(介護予防)住宅改修（人）

介護予防支援（人）

計画値(平成25年度)

実績値(平成25年度)

 
 

 

 

 平成25年度の居宅介護予防サービスの利用量について、計画値と実績値を見ると、「介護

予防居宅介護支援」、「介護予防訪問介護」は計画の想定を下回り、「介護予防通所介護」は

やや上回る水準となっています。 
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（２）介護給付サービス（居宅サービス） 

 

①サービス利用量の推移 

 

133,638

3,554

15,151

5,633

3,466

106,916

25,238

25,839

3,282

1,070

10,234

249

253

19,038

125,483

3,012

16,938

7,131

3,997

115,796

27,823

30,284

3,516

1,208

11,103

266

278

20,687

訪問介護（回）

訪問入浴介護（回）

訪問看護（回）

訪問リハビリテーション（回）

居宅療養管理指導（人）

通所介護（回）

通所リハビリテーション（回）

短期入所生活介護（日）

短期入所療養介護（日）

特定施設入居者生活介護（人）

福祉用具貸与（人）

特定福祉用具販売（人）

住宅改修（人）

居宅介護支援（人）

平成24年度

平成25年度

 
 

 

 

 居宅介護サービスの第５期計画の期間内の利用量の推移を見ると、「訪問介護」は利用量

が減尐、「通所介護」は増加しています。 
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②第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成24年度＞ 

 

126,461

5,068

10,572

3,192

4,032

102,621

23,453

25,882

3,650

1,082

10,404

300

276

18,892

133,638

3,554

15,151

5,633

3,466

106,916

25,238

25,839

3,282

1,070

10,234

249

253

19,038

訪問介護（回）

訪問入浴介護（回）

訪問看護（回）

訪問リハビリテーション（回）

居宅療養管理指導（人）

通所介護（回）

通所リハビリテーション（回）

短期入所生活介護（日）

短期入所療養介護（日）

特定施設入居者生活介護（人）

福祉用具貸与（人）

特定福祉用具販売（人）

住宅改修（人）

居宅介護支援（人）

計画値(平成24年度)

実績値(平成24年度)

 
 

 

 

 平成24年度の居宅介護サービスの利用量について、第５期計画における計画値と実績値

を見ると、「訪問介護」「通所介護」といった主要サービスにおいて、計画値を上回る利用実

績が見られます。 
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③第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成25年度＞ 

 

142,066

6,140

12,012

3,576

4,200

110,010

24,898

28,593

4,059

1,104

11,460

312

312

20,312

125,483

3,012

16,938

7,131

3,997

115,796

27,823

30,284

3,516

1,208

11,103

266

278

20,687

訪問介護（回）

訪問入浴介護（回）

訪問看護（回）

訪問リハビリテーション（回）

居宅療養管理指導（人）

通所介護（回）

通所リハビリテーション（回）

短期入所生活介護（日）

短期入所療養介護（日）

特定施設入居者生活介護（人）

福祉用具貸与（人）

特定福祉用具販売（人）

住宅改修（人）

居宅介護支援（人）

計画値(平成25年度)

実績値(平成25年度)

 
 

 

 

 平成25年度の居宅介護サービスの利用量について、第５期計画における計画値と実績値

を見ると、「訪問介護」は計画値を下回る利用実績、「通所介護」は計画値を上回る利用実績

となっています。 
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（３）施設サービス 

 

①サービス利用量の推移 

 

3,501

2,683

697

3,460

2,805

622

特別養護老人ホーム（人）

介護老人保健施設（人）

介護療養型医療施設（人） 平成24年度

平成25年度

 

 

 

 

 施設サービスの第５期計画の期間内の利用量の推移を見ると、「介護老人保健施設」の利

用量がやや増加、他のサービスはほぼ横ばい、または若干の減尐基調での推移となっていま

す。 
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②第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成24年度＞ 

 

3,744

2,352

696

3,501

2,683

697

特別養護老人ホーム（人）

介護老人保健施設（人）

介護療養型医療施設（人）
計画値(平成24年度)

実績値(平成24年度)

 

 

 

③第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成25年度＞ 

 

3,792

2,400

696

3,460

2,805

622

特別養護老人ホーム（人）

介護老人保健施設（人）

介護療養型医療施設（人）
計画値(平成25年度)

実績値(平成25年度)

 

 

 

 

 平成24・25年度の施設サービスの利用量について、第５期計画における計画値と実績値

を見ると、各年ともに、介護老人保健施設の利用実績が計画値を上回っているのに対し、他

のサービスについては、計画の想定よりも実際の利用量の方が尐なくなっています。 
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（４）地域密着型介護予防サービス 

 

①サービス利用量の推移 

 

3

0

0

5

0

6

(介護予防)小規模多機能型居宅介護（人）

(介護予防)認知症対応型通所介護（人）

(介護予防)認知症対応型共同生活介護（人）

平成24年度

平成25年度

 

 

 

 

 地域密着型介護予防サービスについては平成24・25年度ともに利用は尐ない規模となっ

ています。 
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②第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成24年度＞ 

 

0

0

0

3

0

0

(介護予防)小規模多機能型居宅介護（人）

(介護予防)認知症対応型通所介護（人）

(介護予防)認知症対応型共同生活介護（人）

計画値(平成24年度)

実績値(平成24年度)

 

 

 

③第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成25年度＞ 

 

0

0

0

5

0

6

(介護予防)小規模多機能型居宅介護（人）

(介護予防)認知症対応型通所介護（人）

(介護予防)認知症対応型共同生活介護（人）

計画値(平成25年度)

実績値(平成25年度)

 

 

 

 平成24・25年度の地域密着型介護予防サービスの利用量について、第５期計画における

計画値と実績値を見ると、各年とも計画上は利用を想定していなかったなかで、利用も比較

的小規模なものとなっています。 
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（５）地域密着型サービス 

 

①サービス利用量の推移 

 

195

134

0

353

234

0

239

107

0

474

239

0

小規模多機能型居宅介護（人）

夜間対応型訪問介護（人）

認知症対応型通所介護（人）

認知症対応型共同生活介護（人）

介護老人福祉施設入所者生活介護（人）

定期巡回・随時対応型訪問看護事業（人）
平成24年度

平成25年度
 

 

 

 

 地域密着型介護サービスの第５期計画の期間内の利用量の推移を見ると、「認知症対応型

共同生活介護」の利用量が多く、また増加の幅も大きくなっています。 
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②第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成24年度＞ 

 

296

186

0

422

216

0

195

134

0

353

234

0

小規模多機能型居宅介護（人）

夜間対応型訪問介護（人）

認知症対応型通所介護（人）

認知症対応型共同生活介護（人）

介護老人福祉施設入所者生活介護（人）

定期巡回・随時対応型訪問看護事業（人）
計画値(平成24年度)

実績値(平成24年度)
 

 

 

③第５期計画における計画値と実績値の比較 ＜平成25年度＞ 

 

388

193

0

816

216

584

239

107

0

474

239

0

小規模多機能型居宅介護（人）

夜間対応型訪問介護（人）

認知症対応型通所介護（人）

認知症対応型共同生活介護（人）

介護老人福祉施設入所者生活介護（人）

定期巡回・随時対応型訪問看護事業（人）

計画値(平成25年度)

実績値(平成25年度)

 

 

 平成24・25年度の地域密着型介護サービスの利用量について、第５期計画における計画

値と実績値を見ると、各年とも多くのサービスにおいて、計画値を下回る利用実績となって

います。一方、「介護老人福祉施設入所者生活介護」のみ、計画値を上回る実績となってい

ます。 
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第４章 施策の体系 

 

 基本理念である「健康で生きがいのある福祉・学習都市」をめざして、以下の施策体系に

基づき、総合的・計画的な事業の展開を図ります。 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活力のある高齢者の活動支援 
１ 地域活動への参加支援 

２ 高齢者の就労支援 

３ 生きがいづくりの推進 

健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
福
祉
・
学
習
都
市
を
め
ざ
し
て 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

２ 認知症施策の推進 

３ 生活支援・介護予防サービスの基盤

整備の推進 

４ 高齢者の居住安定に係る施策との連

携 

５ 地域包括支援センターの体制整備 

 

１ 予防給付サービス 

２ 介護給付サービス（居宅サービス） 

３ 介護給付サービス（施設サービス） 

４ 地域密着型サービス 

５ 市特別給付 

 

 

 

 

 

１ 保険者機能の強化 

２ 介護サービスの質の向上 

３ 事業評価の仕組み 

４ 低所得者への配慮 

５ 相談・苦情体制の整備 

介護サービス等の充実 

地域包括ケアシステムの構築 

介護保険事業の適正な運営 

介護保険サービスの事業規模 

及び保険料 

１ 介護サービスの利用見込量の推計 

２ 介護保険事業にかかる総貹用の見込

み 

３ 保険料の設定 
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【第２部 各論】 
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第１章 活力ある高齢者の活動支援 

 

 

１ 地域活動への参加支援 

 

【概要】 

 高齢者を地域に支えてもらう存在から地域を支えていく存在へと位置付け、地域と接する

機会を増加させることは、外出を促し、閉じこもりや認知症対策などの介護予防の一助とな

ります。 

 また、地域と密に繋がっていくことで、支援が必要な高齢者の早期発見等に期待でき、

「高齢者の見守り」にも重要な役割を持つものとなります。 

 

【課題】 

 本計画策定にあたり実施されたアンケート調査によると、地域活動や社会参加活動等の状

況は「参加していない」の割合が一番多く回答されていましたが、一方で、平成２５年度に

実施された市民意識調査によると、まちづくり活動が必要と感じている方は、「どちらかと

いえば必要」を含むと８７．６％となっており、まちづくり活動に参加したいと回答された

方は、４４．９％と回答割合の中では一番を占めておりました。 

 つまり、地域活動の必要性は認識されているということであり、今後は地域活動への参加

が消極的な現状から改善していく必要があります。 

 また、市が地域活動に関する事業を展開していくだけでは、単発に終わってしまい、地域

に根付いていかない恐れがあるため、地域主体となった「地域発」の活動を増やしていくこ

とが重要となります。 

 

【取組】 

（１）活動希望団体への助言 

 現在、どのような活動が展開されているのかを関係各課や社会福祉協議会等と連携・把握

し、活動希望団体への相談、助言を実施していきます。 

 

（２）活動拠点への補助 

 サロン（高齢者が気軽に集まることのできる場所）の開設に際し、部屋の使用に係る経貹

を補助することで、自治会等の行事や世代間交流の場として活用し、地域活動の活性化を図

ります。 
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２ 高齢者の就労支援 

 

【概要】 

 就労意欲を持つ高齢者に対し支援をしていくことは、充実した生活を送る活力となり、い

きいきとした高齢社会の実現につながります。 

 また、若い世代と共に就労を行うことにより、高齢者の持つ経験や知識を伝えることがで

き、市全体の就労状態の向上に期待することができます。 

 

【課題】 

 本計画策定にあたり実施されたアンケート調査によると、現在、就労についていない高齢

者の割合は７３．１％となっており、この数値については、就労意欲を持つ高齢者のニーズ

に現在の就労支援体制が対応しきれていないことが一つの原因として挙げることができます。 

 したがって、今後も高齢者が増加していくことが想定される中、就労機会を多様化させて

いき、就労の幅を広げていくことが必要となります。 

 

【取組】 

（１）シルバー人材センターへの支援 

 平成２３年度事業として国の補助金を活用し実施した「緊急雇用創出事業」における就業

開拓により、受注件数は増加傾向にありますが、会員数は横ばいの状態にあります。 

 会員数の増加に至っていない要因としては、既存職種だけでは就労希望者のニーズに対応

しきれていない部分があると考えられるため、就労の多様化に向け、職種の開拓や新たな就

労形態への働きかけを行い、シルバー人材センターへの魅力を見出していきます。 

 

（２）無料職業紹介所「わーくプラザ鎌ケ谷」の活用 

 ハローワークのほか、市役所内に設けてある無料職業相談所「わーくプラザ鎌ケ谷」によ

り、就業相談員が就労支援と職業相談を実施していきます。 

 

（３）企業等における高齢者の雇用促進 

 高齢者の雇用を検討している事業者に対しては、独立行政法人による補助制度があるため、

周知・活用してもらうことにより、高齢者の就労機会を提供していきます。 
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３ 生きがいづくりの推進 

 

【概要】 

 生きがいや趣味を持つことは、いつまでも自分らしく暮らしていくための重要な要素とな

り、これは介護予防にも大きな効果を期待することができます。 

 また、活動を通して、世代間交流や交友関係等の形成により、新たな経験を積んでいくこ

とは、高齢期を過ごすひとつの楽しみとして活力を生むものとなります。 

 

【課題】 

 本計画策定にあたり実施されたアンケート調査によると、趣味や生きがいを持つ高齢者の

割合は決して低くない（趣味を持つ割合：７８．１％、生きがいを持つ割合：６５．０％）

結果となっていましたが、継続的に学習機会や講座活動を提供していき、高齢者ひとりひと

りが生きがいを持てるよう支援していくことが重要となります。 

 

【取組】 

（１）社会福祉センターの活用 

 高齢者の憩いの場として活用するほか、趣味の幅を広げてもらうよう講座の開催や活動成

果を発表する場として提供していきます。 

 

（２）老人クラブへの支援 

 多様なライフスタイルを持つ高齢者が増加してきているなか、会員の加入促進を図るため

には、既存の活動内容だけではなく、時代に沿った活動に対しても支援を行うことを検討し、

老人クラブの充実につなげます。 

 

（３）世代間交流の充実 

 知識や経験を生かす場として、学校教育や生涯学習活動において高齢者を活用することで、

歴史や文化の継承や、若い世代との世代間交流を図ります。 
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第２章 地域包括ケアシステムの構築 

 

 

○地域包括ケアシステムの構築 

 これまでも、日常生活圏域の設定や、地域包括支援センターの設置など、地域包括ケアシ

ステムの考え方のもとでの取り組みが進んできましたが、今後もさらに「医療と介護の連携

強化」「自立や在宅生活のさらなる支援」「在宅生活を支援する居住環境の確保」「地域ぐる

みでの介護予防等の支援」といった課題に対し、地域支援事業を推進し、地域に根ざし包括

的な視点で取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  地域包括ケアシステムは、地域における生活の基盤

となる「住まい」「生活支援」を、それぞれ植木鉢、

土と捉え、専門的なサービスである医療、介護、予防

を植物と捉えています。植木鉢・土のないところに植

物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシス

テムでは、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守ら

れた住まいが提供され、その住まいにおいて安定した

日常生活をおくるための「生活支援・福祉サービス」

があることが基本的な要素となります。そのような養

分を含んだ土があればこそ、専門職による「医療・看

護」「介護・リハビリテーション」「保健・予防」が効

果的な役割を果たすものと考えられています。 

 賅料：厚生労働省 
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○地域包括ケアシステムにおける役割 

地域包括ケアシステムは、自助、互助、共助、公助の組み合わせにより成り立ちます。今

後の急速な高齢化の進展からは、必要な介護等をすべて共助、公助で賄うことは難しく、自

助、互助を含めて地域全体で支え合っていくことが必要です。自助、互助、共助、公助を踏

まえると、地域包括ケアシステムを構成する地域の多様な関係者には次のような役割が期待

されています。 

（１）本人 

 高齢者は、各種サービスの利用者である前に、「自助」の主体です。自ら健康づくりに励

み、かかりつけ医を持ち、健診を受けるとともに、地域包括ケアシステムの中で、見守りな

どの互助の支え手となることが期待されます。 

（２）介護者 

 高齢者の在宅生活を支える上では、家族等の介護者は大きな役割を果たします。しかし、

介護者が疲弊し、介護うつや虐待につながらないよう、自らの心身の健康に留意することが

重要であり、介護者同士の交流や一時預かりなどの支援していくことも必要です。また、介

護の経験のある方は、介護で悩んでいる方の相談相手になるなど、地域包括ケアシステムで

の重要な役割が期待できます。 

（３）地域住民 

 自治会、民生委員、老人クラブ、ＮＰＯ、社会福祉協議会、地域の商店など、すべての住

民が地域包括ケアシステムにかかわって、相互に支え合うこと（互助）が必要です。 

（４）事業者等 

 介護事業者、医療機関はサービスを提供することで、地域包括ケアシステムの主要部分を

担います。利用者に対し適切なサービスを提供（共助）できるよう、情報共有及び連携を図

っていく必要が求められています。 

（５）自治体 

 市は、地域包括ケアシステムを構築する中心的な役割を担う立場にあります。また、介護

保険の保険者の立場として、質の高いサービスを提供するとともに、基礎自治体として自助

の活用、互助の組織化、共助の適切なサービスの提供、公助による支援などを行う必要があ

ります。 
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○地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業の再編 

 地域支援事業とは、第３期計画から創設された制度です。要支援・要介護状態となること

を予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを目的とし、市町村が実施主体となるものであり、

地域におけるさまざまなニーズにきめ細かく応えるためのしくみとして導入された事業体系

です。 

 第６期となる本計画からは、さらに効果的な実施をめざし、介護保険法の改正により新た

に位置づけられた「新たな介護予防・日常生活支援総合事業」等も包含しながら、地域に根

ざした事業として取り組んでいきます。 

 

【新たな地域支援事業の体系】 

事業項目 内 容 備 考 

○介護予防・ 

 生活支援 

 サービス 

 事業 

①訪問型サービス 

（これまでの予防給付「訪問介護」からの移

行に加え、従来の身体介護・生活援助、掃

除・洗濯・ゴミ出し等の生活支援） 

②通所型サービス 

（これまでの予防給付「通所介護」からの移

行に加え、機能訓練、ミニデイ、コミュニ

ティサロン、口腔ケア等の教室） 

③生活支援サービス（配食・見守り等） 

④介護予防支援事業 

（ケアマネジメント） など 

新しい介護予防・日

常生活支援総合事業 

（略称：総合事業） 

○一般介護 

 予防事業 

・介護予防の推進 

（普及啓発事業（例：体操教室等）） 

○包括的 

 支援事業 

・総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケアマネジメント業務 

従来からの事業 

・在宅医療・介護連携の推進 

・認知症施策の推進 

・地域ケア会議の制度化による強化 

・生活支援サービスの基盤整備 

地域包括支援センタ

ーの機能強化により

対応 

○任意事業 

・介護給付貹適正化事業 

・家族介護支援事業 

・その他の事業 

従来からの事業 

（任意実施） 
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１ 在宅医療・介護連携の推進 

 

【概要】 

 疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるた

めに、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護

の提供を行います。 

 

【課題】 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けるためには、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の

連携を推進する必要があります。 

 

【取組】 

（１）地域の医療・介護サービス賅源の把握 

 地域の医療賅源等の情報をマップやリストで提供することにより、介護から医療への相談

や連携をし易くします。 

 

（２）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

 多職種が集まる会議を開催し、顔の見える関係づくりを推進し、課題の抽出及び対応可能

な解決策を協議、検討します。 

 

（３）在宅医療・介護関係者の研修 

 在宅医療・介護連携の必要性や在宅医療の実際の技法、他職種連携の実際など業務を進め

るうえで必要になる様々な事項を共通理解する機会を提供します。 

 

（４）２４時間３６５日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築の検討 

 在宅医療や介護を利用している患者や利用者の緊急の相談等に対応できるように、医療機

関や訪問看護事業所、介護事業所間の連携により、２４時間患者等からの連絡を受けられる

体制または往診や訪問看護、介護サービス等を提供できる体制の構築を検討します。 

 

（５）地域住民への普及啓発 

 在宅医療・介護を選ぶためには、その内容をよく理解していただくことが基本となるため

情報を提供します。 
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２ 認知症施策の推進 

 

【概要】 

 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために、医療、介護及び生活支援を行

うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行い

ます。 

 

【課題】 

 認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ないという考え方から、認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることがで

きる社会の実現が求められています。 

 

【取組】 

（１）認知症サポーター養成研修の実施 

 認知症について広く理解していただくため、大人から子供までを対象とした養成研修を継

続的に実施し、認知症にやさしいまちづくりに積極的に取り組みます。 

 

（２）家族に対する支援 

 家族の悩みを聞く認知症相談員の派遣や社会福祉協議会と共催による介護者のつどいの開

催、認知症の人と家族の会千葉県支部と連携し家族交流会を開催するなど支援していきます。 

 

（３）高齢者の虐待防止など権利擁護の取組の推進 

 認知症の課題について市民の理解を深め、地域全体で高齢者の見守り等を行い、異常等を

発見した時に迅速に対応できるネットワーク体制を確保することにより、高齢者を権利侵害

から守り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援します。 

 

（４）認知症地域支援推進員の設置 

 介護と医療の連携強化や認知症の人やその家族を支援する事業の推進役を担う認知症地域

支援推進員を設置します。 

 

（５）認知症初期集中支援チームの設置 

 認知症の症状や病気の進行状況に沿った対応等についての説明、初期の在宅での具体的な

ケアの提供、家族に対するアドバイスなどを行い、一定期間、集中的に本人と家族に関わる

認知症初期集中支援チームの編成を目指します。 
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（６）かかりつけ医の認知症対応力の向上 

 認知症の人への日常的な診療や家族への助言は、かかりつけ医が担う必要があるため、医

師会等の協力を得て研修受講を推奨します。 

 

（７）市民後見人の育成 

 市民後見人養成のため研修の実施などを検討します。 

 

（８）認知症ケアパス作成の検討 

 「ケアパス」とは、ケアの流れを意味しています。認知症ケアパスとは、認知症の人とそ

の家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症の人と家族及び地域・医療・介護の

人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組みです。 

 認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どの様な医療、介護サービスを

受ければよいのか、具体的な機関名や内容等をあらかじめ提示するための検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 賅料：厚生労働省 
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３ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

 

【概要】 

 要支援者に対する効果的かつ効率的な支援等を実施します。高齢者の多くは、要支援状態

等に至っておらず、地域で社会参加できる機会を増やしていくことが、高齢者の介護予防に

もつながります。 

 

【課題】 

 掃除や買い物などの生活行為の一部が難しいが、排泄、食事摂取などの身の回りの生活行

為は自立している人が数多くいます。支援する側とされる側という画一的な関係性ではなく、

地域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自

立意欲の向上につなげていくことが期待されています。 

 

【取組】 

（１）新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

 予防給付のうち、訪問介護及び通所介護については、総合事業に移行します。なお、移行

にあたっては、地域賅源を活用し、多様なサービス利用の実現を図ります。 

  

（２）高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり 

 高齢者の社会参加のニーズは高く、地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自

身の生きがいや介護予防等ともなるため、積極的な取組を推進します。 

 

（３）多様な生活支援の充実 

 住民主体の多様なサービスを支援の対象とするとともに、ＮＰＯ、ボランティア等による

サービスの開発を進めます。 

 

（４）介護予防の推進 

 生活環境の調整や居場所と出番づくりなどのため、リハビリ専門職等を生かした自立支援

につながる取組を推進します。 
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【生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予防給付見直しのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 賅料：厚生労働省 
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４ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

 

【概要】 

 社会全体で高齢者介護を支えるとともに、高齢者向けの住宅、施設整備によって介護の選

択肢が増え、高齢者が適切な住宅、施設を選択できるようになります。 

 

【課題】 

 在宅介護が決して容易でない中で、高齢者が安心して生活できる社会を実現するためには、

住宅、施設への円滑な入居、身体機能の低下に対応したバリアフリー化、介護を必要とする

高齢者が安心して生活していく上で、医療・介護等のサービスを円滑に利用できる環境整備

が求められています。 

 

【取組】 

（１）住宅改修 

 住宅内の手すりの取付けや段差解消等を行い、自宅で安心して暮らせる住宅環境を整えま

す。 

 

（２）特別養護老人ホームの整備 

 特別養護老人ホームの入所希望者は依然として多く、高齢者人口の増加とともに入所希望

者の増加が予想されるため、整備を図ります。 

 

（３）養護老人ホームの活用 

 環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設として活用を図ります。 

 

（４）住宅施策と連携した居住の確保 

 サービス付き高齢者向け住宅等の整備情報を積極的に提供します。 

 

（５）災害時の避難場所 

 事業者の協力を得ながら、災害時に避難できる場所の確保を図ります。 
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５ 地域包括支援センターの体制整備 

 

 地域包括支援センターは、市町村機能の一部として地域の最前線に立ち、高齢者の総合相

談、権利擁護、介護予防のケアマネジメント及び地域ケア会議等を通じたケアマネジメント

支援等を業務とする、地域包括ケアシステム構築へ向けた中核的な機関です。 

 また、新たに「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」

「生活支援サービスの体制整備」に係る事業が包括的支援事業に位置付けられ、高齢者の総

合相談等から適切な支援につなげていく地域包括支援センターの業務はこれらの新たな事業

全てと密接に関係しています。 

 制度改正や社会情勢の変動にも柔軟に対応していけるよう、地域包括支援センターの人員

体制の充実に努め体制の強化を図ります。 

 現在、地域包括支援センターは３か所ありますが、それぞれが連携を密にとり、市域全体

における地域包括支援センター業務の効果的、効率的、一体的な運営体制を構築しています。 

 また、各地域包括支援センターでは、「家族への支援」「認知症ケアの推進」「介護予防の

推進」において、それぞれ中心的な役割を担っていきます。 

 

（１）西部地域包括支援センター 

 家族への支援 

  介護者が介護に関する基本的な知識・技術を習得し、実践できるよう介護者教室を開催

します。 

（２）南部地域包括支援センター 

 認知症ケアの推進 

  認知症を介護している仲間との情報交換・交流を通じて介護者の身体的、精神的負担を

軽減することを目的とした家族交流会を開催します。 

（３）初富地域包括支援センター 

 介護予防の推進 

  二次予防事業対象者の介護予防を推進し、要介護状態にならないように介護予防教室を

開催します。 
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第３章 介護サービス等の充実 

 

 

◆介護サービス等の体系 

＜介護予防に関するもの＞ ＜介護に関するもの＞ 

【予防給付サービス】 
 

（１）介護予防サービス 

 ①介護予防訪問介護 

 ②介護予防訪問入浴介護 

 ③介護予防訪問看護 

 ④介護予防訪問リハビリテーション 

 ⑤介護予防居宅療養管理指導 

 ⑥介護予防通所介護 

 ⑦介護予防通所リハビリテーション 

 ⑧介護予防短期入所生活介護 

 ⑨介護予防短期入所療養介護 

 ⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

 ⑪介護予防福祉用具貸不 

 ⑫介護予防特定福祉用具販売 

（２）予防給付-その他サービス 

 ①介護予防住宅改修 

 ②介護予防支援 

【介護給付サービス（居宅サービス）】 
 

（１）居宅サービス 

 ①訪問介護 

 ②訪問入浴介護 

 ③訪問看護 

 ④訪問リハビリテーション 

 ⑤居宅療養管理指導 

 ⑥通所介護 

 ⑦通所リハビリテーション 

 ⑧短期入所生活介護 

 ⑨短期入所療養介護 

 ⑩特定施設入居者生活介護 

 ⑪福祉用具貸不 

 ⑫特定福祉用具販売 

（２）介護給付-その他サービス 

 ①住宅改修 

 ②居宅介護支援 

 【介護給付サービス（施設サービス）】 
 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 ②介護老人保健施設 

 ③介護療養型医療施設 

【介護予防地域密着型サービス】 
 

 ①介護予防小規模多機能型居宅介護 

 ②介護予防認知症対応型通所介護 

 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 

 ④介護予防地域密着型通所介護 

 

【地域密着型サービス】 
 

 ①小規模多機能型居宅介護 

 ②夜間対応型訪問介護 

 ③認知症対応型通所介護 

 ④認知症対応型共同生活介護 

 ⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

  ⑦定期巡回・随時対応型訪問看護 

 ⑧地域密着型通所介護 

【その他】 

 市特別給付 
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１ 予防給付サービス 

 

（１）介護予防サービス 

 

①介護予防訪問介護 

 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支え、地域の支え合い・支援サービス

などが受けられない場合に、ホームヘルパーによる日常生活上の支援や家事の援助などを行

います。 

実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みますが、平成２９年度は、介護保険法改正に

より、新しい介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）に移行するものとして、利

用を見込みません。  

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 2,532  2,796  3,084  

実 績 2,296  2,518  2,784  

達成状況（実績／計画） 90.7% 90.1% 90.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 3,204  3,780  －  

 

②介護予防訪問入浴介護 

 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由により、その他の施設における浴室の利用が

困難な場合などに限定して、巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭での入浴介助を行います。 

 平成２６年度に実績があるものの、これまで要支援者に対するサービス提供実績はなく、

今後の利用は見込みません。 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  0  0  

実 績 0  0  1  

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標  0  0  0  
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③介護予防訪問看護 

 疾患等を抱えている人について、看護師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養

上の世話などを行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 797  921  1,046  

実 績 645  689  986  

達成状況（実績／計画） 80.9% 74.8% 94.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 1,393  1,952  2,654  

 

 

 

④介護予防訪問リハビリテーション 

 居宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、作業療法士や理学療法士、言語

聴覚士が家庭を訪問し、機能訓練を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 49  61  74  

実 績 252  292  240 

達成状況（実績／計画） 514.3% 478.7% 324.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 306  526  928  
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⑤介護予防居宅療養管理指導 

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導

を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 144  155  172  

実 績 187  160  108  

達成状況（実績／計画） 129.9% 103.2% 62.8% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 156  156  168  

 

 

 

⑥介護予防通所介護 

 デイサービスセンター等の施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援を行うほか、その

人の目標に合わせた選択的サービス（運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上）が受

けられます。 

実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みますが、介護保険法改正により、平成２８年

度は、介護予防地域密着型通所介護に利用者の一部が移行するため減尐し、平成２９年度は、

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）に移行するものとして利用を見込

みません。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 3,024  3,528  4,031  

実 績 3,004  3,561  4,008 

達成状況（実績／計画） 99.3% 100.9% 99.4% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 4,680  3,492  －  
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⑦介護予防通所リハビリテーション 

 老人保健施設や病院等で、機能訓練、食事や入浴などの日常生活上の支援を行うほか、そ

の人の目標に合わせた選択的サービス（運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上）が

受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 374  437  499  

実 績 365  344  372  

達成状況（実績／計画） 97.6% 78.7% 74.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 408  468  564  

 

 

 

⑧介護予防短期入所生活介護 

 特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の

支援や機能訓練などが受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

  

（単位：日） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 121  134  147  

実 績 213  323  668 

達成状況（実績／計画） 176.0% 241.0% 454.4% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 1,364  2,552  4,408  

 



 - 49 - 

 

⑨介護予防短期入所療養介護 

 老人保健施設や病院等に短期間入所し、医学的管理のもとに介護予防を目的とした日常生

活上の看護や支援、機能訓練等が受けられます。 

 利用は尐なく、減尐傾向が続いており、今後については、利用を見込みません。 

（単位：日） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 16  16  16  

実 績 10  5  0  

達成状況（実績／計画） 62.5% 31.3% 0.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 0  0  0  

 

 

 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

 有料老人ホーム、軽貹老人ホームなどに入所している高齢者に、介護予防を目的とした日

常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。 

 平成２６年度現在、市内には３ヶ所の特定施設入居者生活介護が整備されており、サービ

スは充足しているため、第６期計画期間においては既存の施設で対応します。ただし、他市

町村施設への入所を含めて増加を見込んでいます。 

  

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 60  67  80  

実 績 77  74  72  

達成状況（実績／計画） 128.3% 110.4% 90.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 84  96  96  
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⑪介護予防福祉用具貸与 

 福祉用具のうち介護予防に賅するものについてレンタルします。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 648  660  684  

実 績 819  1,096  1,380  

達成状況（実績／計画） 126.4% 166.1% 201.8% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 1,800  2,364  3,036  

 

 

 

⑫介護予防特定福祉用具販売 

 介護予防に賅する入浴や排泄などレンタルには適さない用具については、同一年度で９万

円を限度に、購入貹の一部を支給します。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 48  72  96  

実 績 60  61  96  

達成状況（実績／計画） 125.0% 84.7% 100.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 144  204  276  
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（２）予防給付-その他サービス 

 

①介護予防住宅改修 

 段差の解消や、手すりを取り付けるといった小規模な改修に対して１８万円を限度に、住

宅改修貹の一部を支給します。 

 実績として減尐傾向にありますが、要支援認定者の増加に伴い、今後の利用量は微増する

ものと見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 108  144  156  

実 績 108  102  96  

達成状況（実績／計画） 100.0% 70.8% 61.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 108  120  132  

 

 

 

②介護予防支援 

 介護支援専門員が、利用者の希望を取り入れながら介護予防ケアプランを作成し、サービ

ス事業者との連絡調整を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 5,548  6,452  7,356  

実 績 5,399  6,066  6,708  

達成状況（実績／計画） 97.3% 94.0% 91.2% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 7,740  9,156  10,740  

 

 



 - 52 - 

 

２ 介護給付サービス（居宅サービス） 

 

（１）居宅サービス 

 

①訪問介護 

 ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活上の介護や家事の援助などを行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 126,461  142,066  157,670  

実 績 133,638  125,483  159,760  

達成状況（実績／計画） 105.7% 88.3% 101.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 178,022  208,768  238,323  

 

 

②訪問入浴介護 

 巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭での入浴介助を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の減尐を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 5,068  6,140  7,212  

実 績 3,554  3,012  3,024  

達成状況（実績／計画） 70.1% 49.1% 41.9% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 2,959  2,726  2,382  
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③訪問看護 

 看護師や保健師が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 

 実績を踏まえ、おおむね同等の利用を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 10,572  12,012  13,452  

実 績 15,151  16,938  17,216  

達成状況（実績／計画） 143.3% 141.0% 128.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 17,621  18,110  18,295  

 

 

 

④訪問リハビリテーション 

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、機能訓練を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 3,192  3,576  3,960  

実 績 5,633  7,131  7,750  

達成状況（実績／計画） 176.5% 199.4% 195.7% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 8,227  10,638  12,564  
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⑤居宅療養管理指導 

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 4,032  4,200  4,344  

実 績 3,466  3,997  4,644  

達成状況（実績／計画） 86.0% 95.2% 106.9% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 5,568  6,684  7,896  

 

 

 

⑥通所介護 

 デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、機能訓練などが日帰りで受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みますが、介護保険法改正により、平成２８年 

度は、地域密着型通所介護に利用者の一部が移行するため減尐します。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 102,621  110,010  117,399  

実 績 106,916  115,796  122,712  

達成状況（実績／計画） 104.2% 105.3% 104.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 130,663  87,931  94,691  
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⑦通所リハビリテーション 

老人保健施設や病院等で、機能訓練、食事や入浴などの支援が受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：回） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 23,453  24,898  26,343  

実 績 25,238  27,823  29,718 

達成状況（実績／計画） 107.6% 111.7% 112.8% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 32,317  36,242  40,060  

 

 

 

⑧短期入所生活介護 

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練などが

受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：日） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 25,882  28,593  31,303  

実 績 25,839  30,284  33,952  

達成状況（実績／計画） 99.8% 105.9% 108.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 38,650  48,155  48,564  
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⑨短期入所療養介護 

老人保健施設や病院等に短期間入所し、医学的管理のもとに日常生活上の看護や介護、機

能訓練等が受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：日） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 3,650  4,059  4,469  

実 績 3,282  3,516  3,748  

達成状況（実績／計画） 89.9% 86.6% 83.9% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 4,312  5,352  6,666  

 

 

 

⑩特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム、軽貹老人ホームなどに入所し、食事・入浴・排泄の介助や、機能訓練な

どが受けられます。 

平成2６年度現在、市内には３ヶ所の特定施設入居者生活介護が整備されており、サービ

スは充足しているため、第６期計画期間においては既存の施設で対応します。ただし、他市

町村施設への入所を含めて増加を見込んでいます。 

  

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 1,082  1,104  1,164  

実 績 1,070  1,208  1,272  

達成状況（実績／計画） 98.9% 109.4% 109.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 1,476 1,632 1,908 
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⑪福祉用具貸与 

車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具をレンタルします。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 10,404  11,460  12,516  

実 績 10,234  11,103  11,700  

達成状況（実績／計画） 98.4% 96.9% 93.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 12,288 14,616 16,224 

 

 

 

⑫特定福祉用具販売 

入浴や排泄などレンタルには適さない用具については、同一年度で９万円を限度に、購入

貹の一部を支給します。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 300  312  324  

実 績 249  266  264  

達成状況（実績／計画） 83.0% 85.3% 81.5% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 288 324 360 
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（２）介護給付-その他サービス 

 

①住宅改修 

 段差の解消や、手すりを取り付けるといった小規模な改修に対して１８万円を限度に、住

宅改修貹の一部を支給します。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 276  312  336  

実 績 253  278  276  

達成状況（実績／計画） 91.7% 89.1% 82.1% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 300 348 420 

 

 

 

②居宅介護支援 

 介護支援専門員が、利用者の希望を取り入れながらケアプランを作成し、サービス事業者

との連絡調整を行います。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 18,892  20,312  21,732  

実 績 19,038  20,687  21,732  

達成状況（実績／計画） 100.8% 101.8% 100.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 23,508 26,568 29,604 
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３ 介護給付サービス（施設サービス） 

 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 自宅での生活が困難な要介護者に対して、入浴や排せつ、食事など生活全般の介護などを

行う施設です。 

 第６期計画期間は、他市町村施設への入所も含め増加を見込み、平成２９年度に１２０  

床の整備を見込んでいます。 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 3,744  3,792  5,328  

実 績 3,501  3,460  3,576  

達成状況（実績／計画） 93.5% 91.2% 67.1% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 4,632 4,632 5,400 

 

 

②介護老人保健施設 

 病状が安定している要介護者に対して、在宅復帰を目指し、看護・介護サービスを中心と

した医療的ケア、リハビリテーション、日常生活の介護を行う施設です。 

 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換に伴い、平成２９年度に利用者の増加

を見込んでいます。 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 2,352  2,400  2,460  

実 績 2,683  2,805  2,400  

達成状況（実績／計画） 114.1% 116.9% 97.6% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 2,916 3,096 3,852 
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③介護療養型医療施設 

 長期の療養を必要とする要介護者に対して、療養上の管理や看護、リハビリなどを行う施

設です。 

 介護療養型医療施設については、平成２９年度末までに他の介護保険施設等へ転換するこ

ととなっており、平成２９年度に介護老人保健施設への転換を見込んでいます。 

  

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 696  696  696  

実 績 697  622  540  

達成状況（実績／計画） 100.1% 89.4% 77.6% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 576 576 － 
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４ 地域密着型サービス 

 

（１）地域密着型サービスの概要 

 

 地域密着型サービスとは、今後さらに増加が見込まれる認知症の高齢者や寝たきり等の中

重度の要介護高齢者が、住み慣れた地域で継続して生活が送れるように地域に密着して、状

況に応じ柔軟に対応できるサービス体系として展開されています。 

 事業所の指定は市町村が行い、原則として鎌ケ谷市に住む方のみが利用することができる

サービスです。 

 第５期計画までは、整備単位として６圏域（中央地区・中央東地区・東部地区・西部地

区・南部地区・北部地区）からなる日常生活圏域を基本として整備してきましたが、第６期

計画につきましては、整備年度及び整備地区を明記するのではなく、地域密着型サービスに

対するニーズを３年間の中で精査していく中で、整備を計画的に実施していきます。 
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（２）地域密着型サービスの基盤整備 

 

①小規模多機能型居宅介護 

 

【事業内容】 

 在宅の要支援、要介護認定者を対象に通所を中心として、利用者の様態や希望に応じて訪

問、宿泊の3つのサービスを組み合わせてサービス提供を受けることができます。 

利用者は小規模多機能型居宅介護事業所に利用者登録を行なったうえでサービスを利用する

こととなります。 

 

【整備計画】 

 ２事業所で地域全体をカバーしていくような事業形態を想定し、利用実績から利用者数は

かなり限定された人数となっていることから、第６期計画期間においては整備を行わず、既

存の事業所数で対応していきます。 

 

 実績  計画  

 平成26年度末 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

施設数［累計］ 2か所 2か所（整備計画なし） 

定員数［累計］ 50人 50人（整備計画なし） 

 

 

②夜間対応型訪問介護 

 

【事業内容】 

 夜間帯における巡回訪問と利用者からの通報等により訪問が必要であると判断した場合に

は、訪問介護を受けることができます。 

 

【整備計画】 

 １事業所で地域全体をカバーしていくような事業形態を想定し、整備されていましたが、

利用者数の減尐により事業所が廃止となっています。 

これまでの利用実績から利用者はかなり限定された人数と見込まれることから、第６期計

画期間においては整備を行いません。 

 

 実績  計画  

 平成26年度末 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

施設数［累計］ 1か所 － 

 

 



 - 63 - 

 

③認知症対応型通所介護 

 

【事業内容】 

 認知症高齢者が通所して入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けることのできる

サービスです。 

 

【整備計画】 

 認知症対応型通所介護は、事業者からの参入状況などから整備が進まず、一般の通所介護

事業所においても認知症の方が利用できることから、利用者はかなり限定された人数と見込

まれるため、第6期計画期間においては整備を行いません。 

 

 

 

④認知症対応型共同生活介護 

 

【事業内容】 

 認知症のある要介護者等が受けられるサービスとなっており、利用者はそれぞれ個室で暮

らし、５～９人が1ユニットとなって共通の食堂や居間、台所などで、今まで暮らしてきた

ような生活を続けることを目標に共同生活を送ります。 

 

【整備計画】 

 ４事業所で地域全体をカバーしていくような事業形態を想定し、利用実績から利用者数は

かなり限定された人数となっていることから、第６期計画期間においては整備を行わず、既

存の事業所数で対応していきます。 

 

 実績  計画  

 平成26年度末 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

施設数［累計］ 4か所 4か所（整備計画なし） 

定員数［累計］ 63人 63人（整備計画なし） 
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⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

【事業内容】 

 定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所して食事、排せつ、入浴などの日常生活上の

世話や訓練、療養上の世話を受けるサービスです。 

 

【整備計画】 

現在、１か所整備されていますが、第６期計画においては広域型介護老人福祉施設の整備

で対応していくため、整備を行いません。 

 

 実績  計画  

 平成26年度末 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

施設数［累計］ 1か所 1か所（整備計画なし） 

定員数［累計］ 20人 20人（整備計画なし） 

 

 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

【事業内容】 

 定員29人以下の介護付有料老人ホーム等に入所して食事、排せつ、入浴などの日常生活

上の世話や訓練、療養上の世話を受けるサービスです。 

 

【整備計画】 

 現在、定員29人以下の特定施設入居者生活介護は整備されていませんが、市内に３か所

の特定施設入居者生活介護が整備されており、サービスは充足しているため、第６期計画期

間においても整備を行いません。 
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⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

【事業内容】 

 訪問介護員や看護師などが定期的に訪問して、日常生活上の援助や、診療の補助を実施す

るサービスとなります。また、利用者からの通報を受けて相談を受けたり、必要に応じて訪

問サービスを実施します。 

 

【整備計画】 

 第６期計画期間に１か所整備し、１事業所で地域全体をカバーする形態で整備を行います。 

 

 実績  計画  

 平成26年度末 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

施設数［累計］ － １か所 

 

 

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報 

訪問介護と訪問看護が一体的、又
は密接に連携しながら、短期間の
定期巡回型訪問を行う 

短時間の定期巡
回型訪問 

短時間の定期巡回型訪問 

常駐オペレータ 

利用者からの通報により、電話対
応・訪問などの随時対応を行う （Ｉ
ＣＴ機器の活用） 

随時対応 

基本的な考え方：日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体となって、利用者から
の通報による随時対応や定期巡回サービスを提供することで、重度者を
始めとした要介護高齢者の在宅での生活継続を支援する。 

        ※ 利用できるのは要介護者のみ 
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⑧地域密着型通所介護 

 

【事業内容】 

 本計画（第６期）から新たに位置づけられたサービスで、これまで小規模デイサービスと

して実施されてきた事業について、市が指定を行うものです。 

 

【整備計画】 

 市内に所在する通所介護事業所のうち小規模な通所介護事業所について、平成２８年度よ

り地域密着型通所介護として市の指定へと移行されます。 

 現在、市内に所在する小規模型通所介護事業所の定員総数から勘案して、平成２９年度に

は、６，９６０人/年の利用を見込んでいます。 
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（３）地域密着型介護予防サービス 

 

①介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

 「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせ、

介護予防を目的として入浴、食事等の介護、機能訓練等を行います。 

 利用は尐なく、今後については利用を見込みません。 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  0  0  

実 績 2  3  3  

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 0 0 0 

 

 

②介護予防認知症対応型通所介護 

 

 認知症で要支援の高齢者が、デイサービスセンターなどで介護予防を目的として日常生活

上の世話や機能訓練などを受けます。 

 平成２６年度現在、要支援者に対するサービス提供実績がなく、今後も利用を見込みませ

ん。 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  0  0  

実 績 0  0  0  

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 0 0 0 
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③介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

 認知症で要支援の高齢者が、尐人数で共同生活しながら、介護スタッフから介護予防を目

的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も一定の利用を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  0  0  

実 績 0  4  12  

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 24 24 24 

 

 

④介護予防地域密着型通所介護 

 

 本計画（第６期）から新たに位置づけられたサービスで、これまで小規模デイサービスと

して実施されてきた事業について、市が指定を行うものです。 

 平成２８年度から介護予防通所介護の利用者の一部が移行することにより利用を見込み、

平成２９年度は、新しい介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）に移行するもの

として利用を見込みません。  

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 － － － 

実 績 － － － 

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 － 2,100 － 
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（４）地域密着型サービス 

 

①小規模多機能型居宅介護 

 

 通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせた多機能なサー

ビスを受けることができます。 

 実績を踏まえ、今後も利用量の増加を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 296  388  480  

実 績 195  239  264  

達成状況（実績／計画） 65.9% 61.6% 55.0% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 312 432 576 

 

 

 

②夜間対応型訪問介護 

 

 24時間安心して在宅生活が送れるように巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護

を受けることができます。 

 利用者の減尐による事業所の廃止に伴い、平成２７年度以降は見込みません。 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 186  193  199  

実 績 134  107  54  

達成状況（実績／計画） 72.0% 55.4% 27.1% 
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③認知症対応型通所介護 

 

 認知症のある高齢者が日帰りで専門的なケアを受けることができます。 

 実績はなく、今後についても利用は見込みません。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  0  0  

実 績 0  0  0  

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 0 0 0 

 

 

 

④認知症対応型共同生活介護 

 

 認知症のある高齢者が専用の住宅で生活し、介護や食事等のサービスが受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も同等程度の利用を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 422  816  816  

実 績 353  474  696  

達成状況（実績／計画） 83.6% 58.1% 85.3% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 732 732 732 
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⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

 入所定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームで、日常生活上の世話や機能訓練など

の介護サービスを受けられます。 

 実績を踏まえ、今後も同等程度の利用を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 216  216  216  

実 績 234  239  240  

達成状況（実績／計画） 108.3% 110.6% 111.1% 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 240 240 240 

 

 

⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

 

 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の定期巡回と随時の訪

問サービスを受けられます。 

 多様な介護ニーズ等を踏まえ、平成29年度からの利用を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 0  584  876  

実 績 0  0  0  

達成状況（実績／計画） － 0.0％ 0.0％ 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 0 0 108 
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⑦地域密着型通所介護 

 

 本計画（第６期）から新たに位置づけられたサービスで、これまで小規模デイサービスと

して実施されてきた事業について、市が指定を行うものです。 

 平成２８年度から通所介護の利用者の一部が移行することにより利用を見込みます。 

 

（単位：人） 

 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込み） 

第５期計画の目標 － － － 

実 績 － － － 

達成状況（実績／計画） － － － 

    

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第６期計画の目標 － 6,156 6,960 
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５ 市特別給付 

 

 

①訪問理美容サービス 

 

対 象 者：外出が困難な要介護者及び要支援者で特別給付利用申請をし、特別給付利用認定

証の交付を受けた方。 

給付内容：月１回を限度に居宅において理美容のサービスが受けられます。保険給付の対象

は、理美容所から利用者の居宅まで及び利用者の居宅から理美容所までの準備、移

動及び後始末をする一連の行為となります。 

    ※理美容代は保険給付対象外 

 

 

②介助移送サービス 

 

対 象 者：外出の際に介助を必要とする要介護者及び要支援者で特別給付利用申請をし、特

別給付利用認定証の交付を受けた方。 

    ただし、訪問介護における「通院等乗降介助」が利用できる場合は除きます。 

給付内容：対象者が移動用車両（タクシー）を利用するとき、訪問介護員賅栺のあるドライ

バーが乗降時の介助を行います。 

    ※運賃については保険給付対象外 

 

 

③支給限度額の上乗せ 

 

対 象 者：要介護１または要介護２の方で居宅サービスを利用している方 

給付内容：居宅介護サービス貹区分支給限度基準額に要介護１の方は880単位、要介護２

の方は1,056単位を上乗せし、上乗せした単位については、訪問介護に限り利用

できます。 

 

◆市特別給付の利用見込量                    （単位：件／年） 

 実績 見込み  計画  

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

訪問理美容サービス 52 100 115 130 145 

介助移送サービス 172 215 264 325 400 

支給限度額上乗せ 133 151 169 187 205 
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第４章 介護保険サービスの事業規模及び保険料 

 

 

１ 介護サービスの利用見込量の推計 

 

（１）介護予防サービス・介護予防地域密着型サービス 

（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 見込み

介護予防訪問介護 45,641

介護予防訪問入浴介護 0

介護予防訪問看護 3,619

介護予防訪問リハビリテーション 836

介護予防居宅療養管理指導 1,445

介護予防通所介護 114,070

介護予防通所リハビリテーション 14,252

介護予防短期入所生活介護 1,796

介護予防短期入所療養介護 43

介護予防特定施設入居者生活介護 6,243

介護予防福祉用具貸与 5,776

特定介護予防福祉用具販売 1,512

介護予防認知症対応型通所介護 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 357

介護予防認知症対応型共同生活介護 970

介護予防地域密着型通所介護 － － －

（３）介護予防住宅改修 9,433

（４）介護予防支援 26,171

232,164 0 0 0 0

推計

（１）介護予防サービス

（２）地域密着型介護予防サービス

計

調

整

中

 

（ワークシートから確定値を掲載） 
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（２）居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス 

（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実績 見込み

訪問介護 430,834

訪問入浴介護 35,772

訪問看護 86,007

訪問リハビリテーション 20,664

居宅療養管理指導 39,484

通所介護 937,713

通所リハビリテーション 235,681

短期入所生活介護 250,001

短期入所療養介護 37,428

特定施設入居者生活介護 230,462

福祉用具貸与 157,211

特定福祉用具販売 7,636

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0

夜間対応型訪問介護 1,087

認知症対応型通所介護 0

小規模多機能型居宅介護 39,410

認知症対応型共同生活介護 113,029

地域密着型特定施設入居者生活介護 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 59,711

複合型サービス －

地域密着型通所介護 ー

25,974

272,404

介護老人福祉施設 843,989

介護老人保健施設 720,619

介護療養型医療施設 206,791

4,751,907 0 0 0 0計

推計

（１）居宅サービス

（２）地域密着型サービス

（３）住宅改修

（４）居宅介護支援

（５）介護保険施設サービス

調

整

中

 

（ワークシートから確定値を掲載） 
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２ 介護保険事業にかかる総費用の見込み 

 

（１）介護保険事業にかかる総費用の見込み 

 

 介護サービス種類ごとの見込量をもとに貹用を算出した結果、平成27年度から29年度ま

での３か年の給付貹等の見込額は次のとおりです。 

 

◆保険給付貹等の見込額                      （単位：千円） 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 合 計 

 保険給付費 6,322,980 6,891,612 7,433,400 20,647,992 

  居宅サービス 3,511,949 3,499,699 3,725,707 10,737,355 

  施設サービス 2,166,846 2,214,426 2,489,385 6,870,657 

  地域密着型サービス 299,600 801,413 807,853 1,908,866 

  高額介護サービス費等 344,585 376,074 410,455 1,131,114 

 地域支援事業費 127,736 167,213 219,263 514,212 

 合 計 6,450,716 7,058,825 7,652,663 21,162,204 

 

 

（２）第１号被保険者の負担割合 

 

 保険給付貹、地域支援事業の貹用のうち、65歳以上の被保険者が負担する割合（第１号

被保険者保険料）は2２％となります。 

 このため、第１号被保険者保険料は、３年間に必要な保険給付貹等から負担割合の2２％

を乗じて保険料収納必要額を求め、これを第１号被保険者数で除して算出します。 

 また、国が負担する25％のうち５％は、市町村間の後期高齢者の比率や所得水準の栺差

是正のため交付される調整交付金を含んでいます（下表※）。 

 

◆保険給付貹と地域支援事業の貹用負担割合 

  国 県 市 
第 1号 

保険料 

第２号 

保険料 

保 険 居宅サービス 25％※ 12.5％ 12.5％ 22％ 28％ 

給付費 施設サービス 20％※ 17.5％ 12.5％ 22％ 28％ 

地域支援 介護予防事業 25％ 12.5％ 12.5％ 22％ 28％ 

事 業 包括的支援事業 39％ 19.5％ 19.5％ 22％  

第２号保険料は、40歳以上64歳以下の方が負担する保険料で、各医療保険者が健康保険料

に上乗せして徴収しています。 
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新第１段階
0.3

新
第9段階

1.50

新
第8段階

1.35

新
第7段階

1.20

新
第6段階

1.10

新
第5段階

1
(基準額)

新
第4段階

0.90

新
第3段階

0.70

新
第2段階

0.5

第2段階
0.45

第1段階
0.45

第3段階

第4段階

新
第14段階

2.30

新
第13段階

2.10

新
第12段階

1.90

新
第11段階

1.70

新
第10段階

1.60

第6段階

1.20

第5段階

1.10

第4段階

1
(基準額)

特例
第4段階

0.90

第3段階

0.70

特例
第3段階
0.60

第13段階

2.30
第12段階

2.10

第11段階

1.90

第10段階

1.70

第9段階

1.60

第8段階

1.50

第7段階

1.35

 

３ 保険料の設定 

 

第６期（平成2７年度～2９年度）における65歳以上の方の介護保険料は、以下の考え方に

より設定しています。 

 

①保険料基準額の改定 

 

 保険料基準額を現行の52,440円（月額4,370円）から     円（月額   円）

に改定します。なお、保険料設定に際しては、第５期までの保険料剰余金を積み立てている

介護保険財政調整基金を取り崩して第６期保険料の財源に充当し、保険料上昇を抑えます。 

 

②保険料段階の設定 

 保険料段階は、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料負担段階の設定を行った現

行の13段階制の考え方を継続し、国における保険料段階設定の見直しにより１４段階制へ

と変わります。具体的には、これまでの第１段階及び第２段階を新第１段階に、第３段階及

び第４段階に該当する方のうち、年金収入と合計所得金額が一定の額以下の方を特例として

細分化していたものを独立した段階とするなど、見直しが行われたため１４段階制へと変わ

るものです。 

 

③低所得者対策 

給付貹の５割の公貹とは別枠で公貹を投入し、基準額に対する割合を引き下げ、低所得者

の保険料の軽減を強化します。 

・ 現行の第１段階及び第２段階の基準額に対する割合を0.45から0.3に引き下げ、新

第１段階とします。 

・ 現行の特例第３段階（第３段階の方のうち年金収入と合計所得金額の合計が120万 

円以下の方）の基準額に対する割合を0.6から0.5に引き下げ、新第２段階とします。 

 

◆第６期における保険料設定のイメージ 

 

第5期 

 

 

 

 

 

第６期 
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◆所得段階別保険料 

区分 対象者
基準額に
対する割合

保険料額
（年額）

第２段階
本人及び世帯全員が市民税非課税
で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が１２０万円以下の者

×０．５０

第１段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給
者、本人及び世帯全員が市民税非課
税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円以下の者

×０．３０

本人及び世帯全員が市民税非課税
で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が１２０万円を超える
者

×０．７０

本人が市民税非課税で課税年金収入
額と合計所得金額の合計が８０万円
以下の者（同居の者が市民税課税）

×０．９０

第３段階

第４段階

本人が市民税非課税で課税年金収入
額と合計所得金額の合計が８０万円
を超える者（同居の者が市民税課
税）

基準額

本人が市民税課税で合計所得金額が
１２５万円未満の者

×１．１０

第５段階

第６段階

第10段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
４００万円以上５００万円未満の者

×１．６０

第７段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
１２５万円以上２００万円未満の者

×１．２０

第８段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
２００万円以上３００万円未満の者

×１．３５

第９段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
３００万円以上４００万円未満の者

×１．５０

第11段階 ×１．７０

第13段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
８００万円以上１，０００万円未満
の者

×２．１０

第12段階

本人が市民税課税で合計所得金額が
５００万円以上６００万円未満の者

×１．９０

第14段階
本人が市民税課税で合計所得金額が
１，０００万円以上の者

×２．３０

本人が市民税課税で合計所得金額が
６００万円以上８００万円未満の者

調

整

中
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◆所得段階別被保険者数の見込み 

（人）

２７年度 ２８年度 ２９年度

第１段階 4,523 4,629 4,735

第２段階 1,431 1,465 1,499

第３段階 1,374 1,406 1,438

第４段階 5,382 5,508 5,634

第５段階 3,521 3,604 3,686

第６段階 3,550 3,633 3,716

第７段階 4,180 4,278 4,375

第８段階 2,348 2,403 2,457

第９段階 1,059 1,084 1,109

第10段階 429 439 449

第11段階 200 205 210

第12段階 229 234 240

第13段階 86 88 90

第14段階 315 322 330

28,627 29,298 29,968

区　　分

計
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第５章 介護保険事業の適正な運営 

 

 

１ 保険者機能の強化 

 

 介護が必要になっても、地域で安心して暮らすことができるよう、介護保険サービスの量

と質の確保に努めるとともに、介護保険制度を適正に運営していきます。 

 

①被保険者に対する情報提供の充実 

 介護保険制度の円滑な運営のため、制度の趣旨や仕組み及びサービス等について広報・ホ

ームページ等で周知に努めます。 

 

②介護給付の適正化 

 介護認定を受けた被保険者が自立した、日常生活を営むことができるようにするために、

サービスが過丌足なく適正に提供されるよう、次の事項を重点目標と定め適正化を推進しま

す。 

 

ア．要介護認定の適正化 

 指定居宅介護支援事業所等に委託している区分変更申請及び更新申請にかかる認定調査

の結果について、保険者による点検を実施します。 

イ．医療情報との突合・縦覧点検 

・医療情報との突合…… 医療保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、二重請求

の有無の確認を行います。 

・縦覧点検…… 複数月にまたがる請求明細書の内容を確認し、提供されたサービ

スの整合性の点検を行います。 

ウ．介護給付貹通知 

 事業所への牽制効果が考えられるため、利用者本人（家族）に対して、サービスの請求

状況及び貹用等について通知します。 

 

 

③サービス面での関与 

 地域密着型サービス事業所に対して、指導・監督を行い、県の事業者指定については、介

護保険事業計画との調整を図るため県に対して事業者指定にあたっての意見書を提出します。 
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２ 介護サービスの質の向上 

 

利用者が介護サービスを適切に選択できるよう、介護サービス事業者に関する情報提供を行

います。また、介護サービス事業者の育成にも努めます。 

 

 

①介護サービス事業者間の連携強化 

 「介護サービス事業者連絡協議会」を引き続き開催し、介護サービス事業者が主体となっ

た連携を支援します。 

 

 

②サービス事業者等の育成・指導 

 介護支援専門員や訪問介護員などの研修を実施します。 

 

 

③介護支援専門員協議会に対する支援 

 介護支援専門員に対する「賅質向上」「知識・技術の向上」等を目指し、研修会などの開

催や情報提供について活動支援を行います。 

 

 

④地域密着型介護サービス事業者の指定の更新 

 地域密着型サービス事業者や施設について、指定の更新制を導入し、指定・更新時の要件

を厳栺化します。 
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３ 事業評価の仕組み 

 

 保険者である市は、国の基本指針により、介護保険事業計画の実施状況を点検する必要が

あります。本市では、「鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会」において平成12年

度以降高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況の検証を行っています。 

 

 

４ 低所得者への配慮 

 

 介護保険では、保険料負担、介護サービスを利用する際の利用者負担が伴いますが、所得

の低い方に過重とならないよう対策を講じています。 

 

①保険料の低所得者対策 

ア．第１段階・第２段階の引下げ 

 現行の第１段階・第２段階の保険料の乗率0.45を0.3に引き下げ、新第１段階としま

す。 

イ．特例第３段階の引下げ 

 現行の第３段階（世帯全員が市民税非課税者、本人の年金収入と合計所得金額が80万

円以上）のうち、本人の年金収入と合計所得金額が120万円以下の特例第３段階の保険

料の乗率0.6を0.5に引き下げ、新第２段階とします。 

ウ．介護保険料の減免 

 鎌ケ谷市介護保険条例第17条に基づき災害などの特別の事情で保険料が納められない

方や生活に困窮している方に対し鎌ケ谷市介護保険料減免事務取扱要領に基づき減免しま

す。 

 

②介護保険利用負担の軽減 

 経済的理由で介護保険サービスが制限されないよう、低所得者に対し利用者負担の軽減な

どの適正な対策を講じます。 

ア．施設等における居住貹・食貹の自己負担に対する補足給付 

イ．生計が困難である者が社会福祉法人等の提供する介護保険サービスを利用した場合の

負担軽減 
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５ 相談・苦情体制の整備 

 

 介護保険制度の有効な利用と適切なサービス提供、利用者の権利擁護のためには、相談及

び苦情解決のための総合的な窓口があることが求められます。 

 

 

①相談体制の充実 

 市や基幹型在宅介護支援センターは、サービス利用者の一番身近な相談窓口としての対応

をはじめ、認知症相談員や介護認定調査員などが訪問の際に相談や苦情に対し、適切かつ迅

速な対応を図っています。 

 また、地域包括支援センターにおいても、保健・医療・福祉に関する地域における総合的

な相談窓口として適切に対応していき、相談体制の強化を図ります。 

 更に、利用者と介護サービス提供事業所との橋渡しを行う介護相談員による「介護相談員

派遣事業」も引き続き実施し、活動を通して利用者の疑問や丌満、丌安の解消を図るととも

に、事業所における介護サービスの質的な向上の充実を図っていきます。 

 

 

②苦情解決体制の充実 

 基幹型中央在宅介護支援センターや地域包括支援センターにおいては、介護保険サービス

に関わる相談や苦情を受ける身近な窓口として苦情の速やかな解決のための居宅介護支援事

業者等との連携に努めます。 

 介護サービス利用者からの苦情に対し、迅速かつ円滑に対応できるよう、千葉県国民健康

保険団体連合会との連携を強化し、苦情解決体制の充実に努めます。 

 また、要介護認定または保険料に関する千葉県介護保険審査会への丌服申立てについては、

千葉県と連携して対応します。 

 

 


